
職場における受動喫煙防止対策（禁煙時間、喫煙場所の設定）について 
                

令和 4 年 1 月 20 日   西日本総合コンサルタント(株) 

 

 当社では、職場における受動喫煙防止対策として禁煙時間について、移行期間でありまし

たが、下記のとおり令和 4 年 3 月 1 日から本格導入の施行を行いましたのでお知らせしま

す。 

 

１．目的 

 社員が勤務する職場内において社員多数の者の望まない受動喫煙を防止するために労働

安全衛生法に掲げる、職場における社員の安全と健康の保護を目的として、禁煙時間の設定

及び喫煙場所の設定を行う。 

２．禁煙時間 

  社員の受動喫煙を防止するため、下記の時間帯においては禁煙時間とする。 

  ①8 時 30 分～10 時 

  ②10 時 15 分～12 時 

  ③13 時～15 時 

  ④15 時 15 分～17 時 30 分 

３．喫煙場所 

  社員の受動喫煙を防止するため、下記の場所を喫煙場所とし、それ以外は禁止する。 

     ■ 喫煙場所    屋根付き車庫西側・喫煙所 

４．施行 

  本対策については、令和 4 年 3 月 1 日から施行するものとする。 

  従って、令和 4 年 2 月 28 日までは、移行期間とする。 

  なお、喫煙者は、適切な喫煙所の使用方法及び清掃等を行ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



健康管理研修会 「禁煙セミナー」を開催 

西日本総合コンサルタント（株） 
当社はワークライフバランス推進モデル企業として、社員の健康管理に積極的に取り組んでおり、それ

を評価され、令和３年１０月２５日に山口祥義佐賀県知事から佐賀さいこう表彰（健康経営部門）受賞し

た。いま、受動喫煙が社会問題化され、佐賀県では「受動喫煙のない社会づくり！！」をめざされている。

今回、喫煙者（７名）とグループ長（ML）が参加しての「禁煙セミナー」を開催した。 
講師から、たばこの害で肺の生活習慣病といわれている COPD（慢性閉塞性肺疾患）について、詳し

く説明され、たばこの恐ろしさを学ぶことができた。喫煙者にとっては、なかなか「たばこ」を直ぐにや

めることが難しいと思われますが、是非、禁煙に取り組んでいただきたい。 
日時：令和３年１２月１日（水） ９：３０～１０：３０ 
場所：西日本総合コンサルタント（株） 当社大会議室 
受講者：役員、社員（１５名） 
研修概要  演題：今こそ知って欲しい“たばこ“にまつわるお話 

講師：佐賀中部保健福祉事務所・健康推進課 副主査 森内あおい 氏 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  （写真↑ お礼の言葉 : 大串専務） 
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